
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東久留米市が条例で定める必要がある施設等の基準 

に係る補足資料 
 

 

 

 

 

 

 

東 久 留 米 市 

子 ど も ・ 子 育 て 会 議 

平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ３ ０ 日   

資料５７ 
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目次 

 

１．特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準関連・・・Ｐ２～Ｐ４ 

 

２．家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準関連            ・・・Ｐ５ 

 

３．放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準関連     ・・・Ｐ６ 

 

 

 

（出典）内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室 

    【資料】子ども・子育て支援新制度について（平成26年5月）より抜粋 

ＵＲＬ http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/outline/pdf/setsumei.pdf  
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